
母
子

保
健

衛
生

費
等

国
庫

負
担

（
補

助
）
金

交
付

要
綱

一
部

改
正

新
旧

対
照

表
（
案

）

新
（
案

）
旧

母
子

保
健

衛
生

費
等

国
庫

負
担

（
補

助
）
金

交
付

要
綱

母
子

保
健

衛
生

費
等

国
庫

負
担

（
補

助
）
金

交
付

要
綱

１
～

２
（

略
）

１
～

２
（

略
）

（
交

付
の

対
象

）
（

交
付

の
対

象
）

３
３

（
１

）
～

（
３

）
（

略
）

（
１

）
～

（
３

）
（

略
）

(
４

)
母

子
保

健
医

療
対

策
等

総
合

支
援

事
業

（
補

助
金

）
(
４

)
母

子
保

健
医

療
対

策
等

総
合

支
援

事
業

（
補

助
金

）

平
成

1
7
年

８
月

2
3
日

雇
児

発
第

0
8
2
3
0
0
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
母

子
平

成
1
7
年

８
月

2
3
日

雇
児

発
第

0
8
2
3
0
0
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
母

子

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

基
づ

き
、

実
施

す
る

次
の

事
業

と
す

る
。

保
健

医
療

対
策

等
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

基
づ

き
、

実
施

す
る

次
の

事
業

と
す

る
。

ア
都

道
府

県
が

行
う

子
ど

も
の

心
の

診
療

拠
点

病
院

機
構

推
進

事
業

ア
都

道
府

県
が

行
う

子
ど

も
の

心
の

診
療

拠
点

病
院

機
構

推
進

事
業

イ
都

道
府

県
、

政
令

市
及

び
特

別
区

が
行

う
療

育
指

導
事

業
イ

都
道

府
県

、
政

令
市

及
び

特
別

区
が

行
う

療
育

指
導

事
業

ウ
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

行
う

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
支

援
事

業
ウ

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
行

う
生

涯
を

通
じ

た
女

性
の

健
康

支
援

事
業

エ
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

行
う

特
定

不
妊

治
療

費
助

成
事

業
エ

都
道

府
県

、
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
行

う
特

定
不

妊
治

療
費

助
成

事
業

オ
（

１
）

都
道

府
県

が
行

う
周

産
期

医
療

対
策

事
業

（
２

）
①

都
道

府
県

が
行

う
総

合
周

産
期

母
子

医
療

セ
ン

タ
ー

の
運

営
事

業

②
都

道
府

県
知

事
の

要
請

を
受

け
た

病
院

の
開

設
者

が
行

う
総

合
周

産
期

母
子

医
療

セ
ン

タ
ー

の
運

営
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

オ
都

道
府

県
が

行
う

健
や

か
な

妊
娠

・
出

産
等

サ
ポ

ー
ト

事
業

カ
都

道
府

県
が

行
う

健
や

か
な

妊
娠

・
出

産
等

サ
ポ

ー
ト

事
業

カ
都

道
府

県
が

行
う

妊
産

婦
ケ

ア
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

４
４

（
１

）
～

（
３

）
（

略
）

（
１

）
～

（
３

）
（

略
）

（資料31）
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旧
新

（
案

）

(
４

)
３

の
(
４

)
の

事
業

(
４

)
３

の
(
４

)
の

う
ち

、
ア

、
イ

、
ウ

、
エ

、
オ

(
１

)
、

オ
(
２

)
の

①
及

び
カ

の
事

業

ア
別

表
３

の
第

２
欄

に
定

め
る

種
目

ご
と

に
、

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

ア
別

表
３

の
第

２
欄

に
定

め
る

種
目

ご
と

に
、

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

か
ら

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
た

額
と

を
比

較
し

象
経

費
の

実
支

出
額

か
ら

診
療

収
入

額
及

び
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

選
定

す
る

。
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

イ
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
に

第
５

欄
に

定
め

る
補

助
率

を
乗

じ
て

得
た

額
の

合
計

額
（

オ
の

事
業

イ
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
に

第
５

欄
に

定
め

る
補

助
率

を
乗

じ
て

得
た

額
の

合
計

額
（

カ
の

事
業

に
つ

い
て

は
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
）

を
交

付
額

と
す

る
。

に
つ

い
て

は
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
）

を
交

付
額

と
す

る
。

(
５

)
３

の
(
４

)
の

う
ち

、
オ

(
２

)
の

②
の

事
業

（
削

除
）

ア
別

表
３

の
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

、
第

４
欄

に
定

め
る

対
象

経
費

の
実

支
出

額
か

ら
診

療
収

入
額

及
び

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

施
設

ご
と

に
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

選
定

す
る

。

イ
ア

に
よ

り
選

定
さ

れ
た

額
に

３
分

の
２

を
乗

じ
て

得
た

額
と

、
都

道
府

県
が

補
助

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
の

合
計

額
を

交
付

額
と

す
る

。

（
交

付
額

の
下

限
）

（
交

付
額

の
下

限
）

５
（

略
）

５
（

略
）

（
養

育
医

療
の

給
付

等
に

要
す

る
費

用
の

徴
収

基
準

額
）

（
養

育
医

療
の

給
付

等
に

要
す

る
費

用
の

徴
収

基
準

額
）

６
母

子
保

健
法

第
2
0
条

の
規

定
に

よ
る

養
育

医
療

の
給

付
に

要
す

る
費

用
に

つ
き

、
法

第
2
1
条

の
４

第
１

６
母

子
保

健
法

第
2
0
条

の
規

定
に

よ
る

養
育

医
療

の
給

付
に

要
す

る
費

用
に

つ
き

、
法

第
2
1
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

本
人

又
は

扶
養

義
務

者
か

ら
徴

収
す

る
額

の
基

準
額

は
、

当
該

児
童

の
属

す
る

世
帯

項
の

規
定

に
よ

り
、

本
人

又
は

扶
養

義
務

者
か

ら
徴

収
す

る
額

の
基

準
額

は
、

当
該

児
童

の
属

す
る

世
帯

の
前

年
分

の
所

得
税

額
等

に
応

じ
て

、
月

額
に

よ
っ

て
決

定
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

徴
収

月
額

は
、

別
表

の
前

年
分

の
所

得
税

額
等

に
応

じ
て

、
月

額
に

よ
っ

て
決

定
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

徴
収

月
額

は
、

次
の

１
の

徴
収

基
準

額
表

に
定

め
た

徴
収

基
準

月
額

に
よ

り
算

定
し

た
額

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該

児
童

の
措

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
よ

る
徴

収
基

準
額

表
に

定
め

た
徴

収
基

準
月

額
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

す
る

。
た

置
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
徴

収
す

る
額

は
、

都
道

府
県

又
は

、
政

令
市

及
び

特
別

区
の

長
の

支
弁

す
だ

し
、

当
該

児
童

の
措

置
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
徴

収
す

る
額

は
、

都
道

府
県

又
は

、
政

令
市

及
び

特

べ
き

額
又

は
費

用
総

額
か

ら
医

療
保

険
各

法
及

び
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
医

療
別

区
の

長
の

支
弁

す
べ

き
額

又
は

費
用

総
額

か
ら

医
療

保
険

各
法

及
び

感
染

症
の

予
防

及
び

感
染

症
の

患

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
負

担
額

を
差

し
引

い
た

額
を

越
え

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

者
に

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

負
担

額
を

差
し

引
い

た
額

を
越

え
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。

一
平

成
２

０
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

２
０

年
６

月
３

０
日

ま
で

別
表

１

二
平

成
２

０
年

７
月

１
日

以
降

別
表

１
－

２

（
療

育
の

給
付

に
要

す
る

費
用

の
徴

収
基

準
額

）
（

療
育

の
給

付
に

要
す

る
費

用
の

徴
収

基
準

額
）

７
児

童
福

祉
法

第
2
0
条

の
規

定
に

よ
る

療
育

の
給

付
に

要
す

る
費

用
に

つ
き

、
児

童
福

祉
法

第
5
6
条

第
２

７
児

童
福

祉
法

第
2
0
条

の
規

定
に

よ
る

療
育

の
給

付
に

要
す

る
費

用
に

つ
き

、
児

童
福

祉
法

第
5
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
本

人
又

は
そ

の
扶

養
義

務
者

か
ら

徴
収

す
る

額
の

基
準

額
は

、
当

該
児

童
の

属
す

る
世

項
の

規
定

に
よ

り
本

人
又

は
そ

の
扶

養
義

務
者

か
ら

徴
収

す
る

額
の

基
準

額
は

、
当

該
児

童
の

属
す

る
世

帯
の

前
年

分
の

所
得

税
額

等
に

応
じ

て
、

月
額

に
よ

っ
て

決
定

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
徴

収
月

額
は

、
別

帯
の

前
年

分
の

所
得

税
額

等
に

応
じ

て
、

月
額

に
よ

っ
て

決
定

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
徴

収
月

額
は

、
次

表
２

の
徴

収
基

準
額

表
に

定
め

た
徴

収
基

準
月

額
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
児

童
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
よ

る
徴

収
基

準
額

表
に

定
め

た
徴

収
基

準
月

額
に

よ
り

算
定

し
た

額
と

す
る

。

の
措

置
に

要
し

た
費

用
に

つ
い

て
、

徴
収

す
る

額
は

、
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

の
支

弁
す

べ
た

だ
し

、
当

該
児

童
の

措
置

に
要

し
た

費
用

に
つ

い
て

、
徴

収
す

る
額

は
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中

き
額

又
は

費
用

総
額

か
ら

医
療

保
険

各
法

及
び

感
染

症
の

予
防

及
び

感
染

症
の

患
者

に
対

す
る

医
療

核
市

の
支

弁
す

べ
き

額
又

は
費

用
総

額
か

ら
医

療
保

険
各

法
及

び
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

に
関

す
る

法
律

に
よ

る
負

担
額

を
差

し
引

い
た

額
を

超
え

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
に

よ
る

負
担

額
を

差
し

引
い

た
額

を
超

え
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。

一
平

成
２

０
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

２
０

年
６

月
３

０
日

ま
で

別
表

２

二
平

成
２

０
年

７
月

１
日

以
降

別
表

２
ー

２

-416-



旧
新

（
案

）

８
（

１
）

～
（

９
）

（
略

）
８

（
１

）
～

（
９

）
（

略
）

（
削

除
）

(
1
0
)

都
道

府
県

は
、

国
か

ら
概

算
払

に
よ

り
間

接
補

助
金

に
係

る
補

助
金

の
交

付
を

受
け

た
場

合
に

は
、

当
該

概
算

払
を

受
け

た
補

助
金

に
相

当
す

る
額

を
遅

滞
な

く
間

接
補

助
事

業
者

に

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
削

除
）

(
1
1
)

都
道

府
県

は
、

間
接

補
助

金
を

間
接

補
助

事
業

者
に

交
付

す
る

場
合

に
は

、
次

の
条

件
の

ほ
か

(
１

)
か

ら
(
４

)
及

び
（

６
（

７
）

に
掲

げ
る

条
件

を
付

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
）
、

の
場

合
に

お
い

て
（

２
）

か
ら

(
４

)
、

(
６

)
中

「
厚

生
労

働
大

臣
」

と
あ

る
の

は
「

都
道

府

県
知

事
」

と
「

国
庫

」
と

あ
る

の
は

「
都

道
府

県
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

、

ア
間

接
補

助
事

業
者

が
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
価

格
が

5
0
万

円
（

民

間
団

体
に

あ
っ

て
は

3
0
万

円
）

以
上

の
機

械
及

び
器

具
に

つ
い

て
は

、
適

正
化

法
施

行
令

第
1
4
条

第
１

項
第

２
号

に
よ

り
厚

生
労

働
大

臣
が

別
に

定
め

る
期

間
を

経
過

す
る

ま
で

、

都
道

府
県

知
事

の
承

認
を

受
け

な
い

で
、

こ
の

補
助

金
の

交
付

の
目

的
に

反
し

て
使

用
し

、

譲
渡

し
、

交
換

し
、

貸
し

付
け

、
又

は
担

保
に

供
し

て
は

な
ら

な
い

。

イ
間

接
補

助
事

業
者

が
地

方
公

共
団

体
の

場
合

に
お

い
て

は
、

こ
の

補
助

金
と

事
業

に
係

る
予

算
及

び
決

算
と

の
関

係
を

明
ら

か
に

し
た

別
紙

様
式

第
１

に
よ

る
調

書
を

作
成

し
、

こ
れ

を
事

業
完

了
の

日
（

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

そ
の

承
認

を
受

け
た

日
）

の
属

す
る

年
度

の
終

了
後

５
年

間
保

管
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ウ
間

接
補

助
事

業
者

が
地

方
公

共
団

体
以

外
の

場
合

に
お

い
て

は
、

事
業

に
係

る
収

入
及

び
支

出
を

明
ら

か
に

し
た

帳
簿

を
備

え
、

当
該

収
入

及
び

支
出

に
つ

い
て

証
拠

書
類

を
整

理
し

、
か

つ
、

当
該

帳
簿

及
び

証
拠

書
類

を
事

業
完

了
の

日
（

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

そ
の

承
認

を
受

け
た

日
）

の
属

す
る

年
度

の
終

了
後

５
年

間
保

管
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

エ
間

接
補

助
事

業
完

了
後

に
、

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
申

告
に

よ
り

間
接

補
助

金
に

係
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
が

確
定

し
た

場
合

は
、

別
紙

様
式

第
５

に
よ

り
速

や
か

に
都

道
府

県
知

事
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
間

接
補

助
事

業
者

が
全

国
的

に
事

業
を

展
開

す
る

組
織

の
一

支
部

（
又

は
一

支

社
、

一
支

所
等

）
で

あ
っ

て
、

自
ら

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
申

告
を

行
わ

ず
、

本
部

（
又

は
本

社
、

本
所

等
）

で
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

を
行

っ
て

い
る

場
合

は
、

本
部

の
課

税
売

上
割

合
等

の
申

告
内

容
に

基
づ

き
報

告
を

行
う

こ
と

。

ま
た

、
都

道
府

県
知

事
に

報
告

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
当

該
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
の

全
部

又
は

一
部

を
都

道
府

県
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
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旧
新

（
案

）

（
削

除
）

(
1
2
)

(
1
1
)
に

よ
り

付
し

た
条

件
に

基
づ

き
都

道
府

県
知

事
が

承
認

又
は

指
示

を
す

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

又
は

指
示

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
削

除
）

(
1
3
)

間
接

補
助

事
業

者
か

ら
財

産
の

処
分

に
よ

る
収

入
又

は
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

控
除

税
額

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
納

付
額

の
全

部
又

は

一
部

を
国

庫
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。

９
～

１
５

（
略

）
９

～
１

５
（

略
）
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